
 

 

横監公示第３６号 

令和５年５月１７日 

 

「語学に関する部外委託教育」の契約希望者募集要項 

（企画競争） 

 

「語学に関する部外委託教育」の契約について、企画競争を実施するので、参加

を希望する者は、下記に基づき応募してください。 

 

契 約 担 当 官 等 

海上自衛隊横須賀地方総監部 

経 理 部 長 宮 﨑 孝 彦 

 

記 

 

１ 調達品目等 

 語学に関する部外委託教育 

   

２ 企画競争に参加できる者の資格 

（１） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）（以下「予決令」という。）

第７０条の規定に該当しない者であること。 

なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）契約担当官等から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている期間中

の者でないこと。 

（４）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、海上

自衛隊の定める役務請負契約一般条項を適用して契約を締結することが可能な

者であること。 

（５）令和０４・０５・０６年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提

供等」の競争参加資格を有している者又は当該競争参加資格を有していない者

にあっては、参加申込の日時までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者

名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められた者であること。 



 

 

（６）日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊する 

  ことを主張する団体等、その他を結成し又は加入もしくは協力していないこと 

  を証明又は誓約し、若しくは保証できること。 

（７）当該事業の一部を下請企業に委託する場合は、委託させる業務に応じて、本

項第１号から第６号の項目を満たすことを証明できること。 

（８）官が実施する企画競争に関する説明会に参加できること。 

 

３ 企画競争参加申込みに関する手続き等 

（１）申込先及び参加表明書提出先 

   〒２３８－００４６ 

   神奈川県横須賀市西逸見町１丁目無番地 

   海上自衛隊横須賀地方総監部経理部契約課審査係 

０４６－８２２－３５００（内線２２５５） 

（２）申込受付期間 

   令和５年５月１７日（水）～令和５年６月５日（月） 

   （郵送する場合は、提出期間中に必着のこと。） 

（３）提出方法 

   直接持参又は郵送とし、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、

午前８時から午後４時４５分までとする。 

（４）提出書類 

  ア 参加表明書（別紙様式） １部 

  イ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（写） １部 

     

４ 企画競争に関する説明会 

（１） 開催日時 

令和５年６月７日（水）１３時１５分 

（２） 開催場所 

神奈川県横須賀市船越町７丁目７３番地 

海上自衛隊 作戦情報隊 カウンセリングルーム 

（３） 説明事項 

  ア 役務の概要等に関する事項 

  イ 企画提案書作成要領 

（４） 出席者 



 

 

１参加希望者あたり２名までとする。 

５ 企画提案書の提出等 

（１）提出期限 

令和４年６月２６日（月） 

（２）提出場所 

第３項第１号に同じ。 

（３）提出方法 

第３項第３号に同じ。 

 

６ 企画提案会の開催 

（１）開催日時 

令和５年７月４日（火）から令和５年７月６日（木）の間 

（２）開催場所 

神奈川県横須賀市船越町７丁目７３番地 

海上自衛隊 作戦情報隊 カウンセリングルーム 

（３）説明事項 

   企画提案書の内容（プレゼンテーション形式による。） 

（４）その他 

   開催日時の細部については官側と調整すること。 

７ 評価結果の通知 

企画提案書の評価実施後、契約候補者として１者を選定し、令和５年７月１３

日（木）を目途に評価結果を通知する。 

 

８ 疑義の申立 

（１）審査結果に疑義のある者は、契約担当官等に対して、当該疑義の内容につい

て、審査不合格通知を受理した日の翌日から起算して５日（土、日及び祝日を

除く。）以内に書面をもって申し立てることができる。 

  ア 窓口：第３項第１号に同じ。 

  イ 時間：直接持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便で送付のこと。）と

し、直接持参する場合は、土、日及び祝日を除く毎日、午前８時から午後４

時４５分までとする。 

（２）契約担当官等は、疑義の申立の書面を受理した日の翌日から起算して５日

（土、日及び祝日を除く。）以内に書面により回答する。 



 

 

（３）疑義の再申立については、書面による回答を受理した日から３日（土、日及

び祝日を除く。）以内に書面をもって申し立てることができ、契約担当官等

は、疑義の再申立の書面を受理した日の翌日から３日（土、日及び祝日を除

く。）以内に説明を求めた者に対して書面により回答する。 

 

８ 応募に当たっての留意事項 

応募者は応募に当たり、次の各号について同意した上で応募するものとする。 

（１）提出資料に虚偽の記載をした者の応募は無効とする。 

（２）正当な理由がなく資料を期限までに提出しなかった者の応募は無効とする。 

（３）本公示に示した参加資格を満たさない者の応募は無効とする。 

（４）第４項の説明会に参加しない者は、企画競争に参加できないものとする。 

（５）説明会、企画提案会への参加、企画提案書の作成及び企画提案書の送付に要

する費用は、応募者の負担とする。 

（６）提出資料は、他の目的には使用しない。 

（７）その他詳細については、説明会にて説明する。 

  



 

 

 

 

別紙様式 

 

（記入例） 

 

○○．○○．○○ 

 

 

横須賀地方総監部経理部長 殿 

 

 

㈱○○○○           

代表取締役社長 ○○ ○○ 印 

 

 

参  加  表  明  書 

 

 

標記について、下記のとおり応募します。 

 

記 

 

公示番号 対象品目 

横監公示第  号 

（令和５年 月  日） 
語学に関する部外委託教育 

 

 

 

添付書類：資格審査結果通知書 

 


